
京都市市民参加推進フォーラム 

平成２７年度第１回 第２期京都市市民参加推進計画改訂部会 次第 

 

 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 題 

（１）第２期京都市市民参加推進計画（改訂版）の構成について 

 

 

（２）第２期京都市市民参加推進計画（改訂版）策定に当たっての今後の進め方について 
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資料１ 

第２期京都市市民参加推進計画 改訂の方向性（案） 

 

１ 社会状況の変化による新たな課題 

○ 全国的に少子高齢化が進む中，本市においても，平成２３年から転入超

過が続いていることなどにより，人口減少に一定の歯止めがかかっている

ものの，中長期的には人口は減少傾向が続く見込みである。 

○ 人口減少は，究極的には「市民生活や地域の持続，企業や大学等の存続，

そして都市の存続を危うくする深刻な問題」であり，これは，人々の心の

あり方や生き方等に関わる「根源的な問題」である。 

○ この問題は，通常の行政課題の一つとして，行政による施策のみによっ

て対処し得る範疇を超える問題である。 

○ その一方で，人々の価値観やライフスタイルが多様化し，公共サービス

の需要は一層幅広いものとなっている。 

○ こういった状況の中，現計画に掲げる「豊かで活力のある地域社会の実

現」のためには，市民が強い危機感を共有し，市民自らが自治の担い手（自

治の主人公）として意識し行動する「市民主導の地域づくり」を支え推進

することが行政の責任としてこれまで以上に求められている。 

 

２ 改訂計画が目指すべき方向性 

○ そのため，今回の計画改訂に当たっては，市民参加の制度の周知や運用

の工夫，市民のまちづくり活動を支援する取組の充実などの継続課題への

対応はもとより， 

 新たな課題に対応するため， 

  まちづくりにおいて「市民が主体的に担う範囲」が一層拡充される 

という視点が重要であり，そのために本市がすべきことを掘り下げる必要が

ある。 

○ 特に，これまで以上に多くの市民が積極的に市政運営に参加し，困難な 

政策課題に対しても行政と協働して立ち向かっていくこと，さらに，市民

がまちづくりのより幅広い活動に関与し，さらにその活動が実を結び，継

続することに重点を置いた施策を展開する必要がある。 

○ 改訂計画においては，本市が市民とともに市民参加の施策を力強く推進

することにより，市民，ＮＰＯ，企業，大学，寺社など多様な主体が，危

機感や課題意識，目指すべき未来像を共有し，連携する協働のまちづくり

が一層進み，協働の精神が十分に醸成された協働型社会に発展していくこ

とを目指す。 

○ そういった協働社会への発展の先に，「豊かで活力ある地域社会」の実現，

さらには，「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」で目指す「人々の心の

充足が将来にわたって持続する社会」の実現があるものと考えられる。 
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資料３ 

「第４章 推進施策」における構成の主な考え方について（案） 

 

市民参加推進計画の記載内容は，市民にわかりやすいものであることはもちろん

のこと，市職員が施策・事業を実施するにあたって，羅針盤的存在になるものでな

くてはならない。 

そのことを踏まえ，個別の施策を記載する第４章については，主に以下の考え方

により構成することとする。 

 

 

１ 施策の分類・項目の位置づけを明確にする。 

 

現計画において，「３つの分類」とされている「市民の市政への参加の推進」，

「市民のまちづくり活動の活性化」，「情報提供・公開と共有」を「基本方針」と

位置付ける。 

また，その下位項目（現計画では９項目）については，「推進施策」と位置付け，

その下位に個別の施策（現計画では４５施策）を位置付けることとする。 

 

 

２ 推進施策の記載順序は，市民参加の発展・ステップに対応させたものとする。 

  

 市民参加への興味関心の高まりを最初のステップとし，協働の精神に基づく取

組が広がることを目指す。 

（主なステップ） 

    ①興味関心が高まり 

    ②高まった関心が参加につながり 

    ③参加が成果に結びつき取組が継続し 

    ④協働の精神に基づく取組が広がる 

 

＜参考 京都市市民参加推進条例第２条＞ 

 （基本理念） 

  第２条 市民参加は，本市と市民との協働（自ら果たすべき役割を自覚し

て対等の立場で協力し合い，及び補完し合うことをいう。以下同じ。）

の精神に基づき，市民による市政への参加とまちづくり活動とが相まっ

て，推進されなければならない。 

 

 

 



 

３ 現計画策定時から市民参加の施策の進捗が進んでいることを踏まえ，施策を統

合した方がよりわかりやすいものなどについては，整理，統合を行う。 

  

（施策統合を検討する例） 

現計画において， 

施策番号３３は「印刷物について，様々な立場の市民に配慮した情報提供 の

充実」 

施策番号３４は「ＨＰの見やすさ，使いやすさの向上，内容の充実」 

について，記載されている。 

 現在，インターネットでの情報発信は日常的なものとなっており，様々な市民に

配慮した工夫については，印刷物，ＨＰ等で共通のものであることから，この２つ

の施策を統合することで，施策の意義がより伝わりやすくなると思われる。 

 

 

４ これまでの成果，現在の課題等を踏まえ，新たに記載すべき施策については，

積極的に記載する。 



現計画の第４章・第５章の構成 

 

 

第４章 推進施策                                 

１ 市民の市政への参加の推進 

（１）政策・施策の形成過程の見える化（可視化） 

施策番号１ 施策・事業ごとの参加手法及び市民の声を市政に届ける制度の流れの公表 

 

（２）市民に必要な情報を届け，たどり着く情報提供の促進 

   施策番号２ 市政に関心を持つ市民を参加につなげる取組の推進 

   施策番号３ 参加の制度を知らない市民や時間のない市民を参加につなげるための情報

を届ける取組の推進 

 

（３）市民ニーズを把握し，政策・施策に結び付ける仕組みの拡充 

   施策番号４ 市民ニーズを的確かつ効率的に聴取する取組の充実 

   施策番号５ 市民ニーズを着実に政策・施策に反映させる取組の推進 

   施策番号６「課題の抽出」段階からの市民参加の取組の推進 

 

（４）より参加しやすい審議会等の運営の促進 

   施策番号７ 審議会等の公開の推進と運営の改善 

   施策番号８ 審議会等の委員の公募の推進 

   施策番号９ 幅広い市民層からの審議会等委員への参加促進 

 

（５）市政運営の各過程での参加の仕組みの充実 

   施策番号10 政策の形成過程における市民意見の聴取機会の充実 

   施策番号11 市民と課題や思いを共有し，事業実施にいかすための取組の推進 

   施策番号12 事業の実施段階における市民や団体等の参加機会の確保 

   施策番号13 財政面からの市民の参加の促進 

   施策番号14 誰もが参加しやすい環境の整備 

   施策番号15 インターネット等の媒体を活用した市民の参加機会の確保 

   施策番号16 公の施設の管理運営への市民や団体の参加の促進 

   施策番号17 市民の意見を施策・事業の点検・評価にいかす取組の推進 

 

（６）参加を担う人材育成 

   施策番号18 次世代の社会を担う学生などの若者や子どもが市政参加や協働を学ぶ取組

の充実 

   施策番号19 市民参加を担う市職員の育成の推進 

 

 

 

資料４ 



２ 市民のまちづくり活動の活性化 

（１）地域における多様な活動主体の交流・連携の促進 

   施策番号20 地域における幅広い分野の活動主体の活動をつなげるネットワークづくり

の推進 

   施策番号21 市民主体のまちづくり活動と行政との協働の推進とルールの確立 

   施策番号22 区役所の機能強化と行政区単位での取組の推進 

   施策番号23 まちづくりに関する情報を集約した窓口の充実 

 

（２）自主的な活動を始めるための環境づくり 

   施策番号24 活動につながる情報や知識を得る機会の提供 

   施策番号25 活動の拠点となる身近な活動場所の確保 

   施策番号26 活動に必要な資機材等の提供 

 

（３）市民力・地域力を高める取組への支援 

   施策番号27 活動に役立つ情報提供・相談等の支援 

   施策番号28 活動に関する知識・経験を深める機会や場の提供 

   施策番号29 活動を進めるために必要な人材の育成 

   施策番号30 民間の資金を活動にいかす資金の流れの仕組みづくり 

   施策番号31 活動を広げるために必要な助成・融資に関する支援 

３ 情報の提供・公開と共有 

（１）情報提供・公開における手法の充実 

   施策番号32 制度の周知を図るとともに，関心のある市民をつなぎとめる情報発信の工夫 

   施策番号33 市政情報誌や印刷物等を活用した情報提供の充実 

   施策番号34 インターネットを活用した情報提供の充実 

   施策番号35 コールセンター機能を活用した情報提供の推進 

   施策番号36 情報公開に関する取組の充実 

 

（２）市民の目線，動線に沿った情報提供の取組の充実 

   施策番号37 市民にとって身近で立ち寄りやすい場所での情報提供の充実 

   施策番号38 市民の意見や提案の反映状況を明らかにする情報提供の仕組みづくり 

   施策番号39 効率的で迅速な情報提供を行うための情報の整理 

 

（３）情報を共有する取組の充実 

   施策番号40 市職員が積極的に市民の身近な場所に出向き，情報提供を行う取組 

   施策番号41 市民と市職員が課題や思いを共有し，学び合う機会の提供 

 

第５章 計画を着実に進めるための推進体制                                

   施策番号42 市民参加を進めるための庁内の仕組みづくり 

   施策番号43 分野別センターとの連携 

   施策番号44 市民参加推進フォーラムの運営 

   施策番号45 計画の進捗管理 



 



 

第４章の構成イメージ 

 

１ 基本方針の構成 

案１ 案２ 

 

 

 

基本方針１  

市民の市政への参加の推進 

 

基本方針２ 

市民のまちづくり活動の活性化 

 

基本方針３ 

計画を着実に進めるための推進体制 

 

（考え方） 

 現計画の基本方針の１つである「情

報の提供・公開と共有」に記載してい

た施策については，基本方針１及び基

本方針２のそれぞれの施策と密接に結

びついていることから，基本方針１及

び基本方針２の中に記載する。 

基本方針１ 

市民への情報の提供・公開と共有 

 

基本方針２ 

市民の市政への参加の推進 

 

基本方針３ 

市民のまちづくり活動の活性化 

 

基本方針４ 

計画を着実に進めるための推進体制 

  

（考え方） 

市民参加に関する「情報の提供・公

開と共有」の重要性に鑑み，改訂計画

においては，基本方針１として記載す

る。 

 

  ※ 基本方針の文言等については，確定したものではなく，今後の議論を

踏まえ，必要に応じて変更する。 

 

 

２ 推進施策の構成（基本方針の下位の項目） 

  推進施策については，その体系をよりわかりやすくするため，市民参加の

発展・ステップに対応した順序・記載に変更する。 

 

資料５ 



 

３ 構成イメージ（現計画に記載している施策で再構築した場合） 

（１）案１：３つの基本方針で構成する場合                             

基本方針１ 市民の市政への参加の推進 

（推進施策１）市民の市政への興味・関心を高める情報提供・共有の工夫 

  施策番号33 市政情報誌や印刷物等を活用した情報提供の充実 

  施策番号34 インターネットを活用した情報提供の充実 

  施策番号35 コールセンター機能を活用した情報提供の推進 

施策番号 37 市民にとって身近で立ち寄りやすい場所での情報提供の充実 

施策番号 39 効率的で迅速な情報提供を行うための情報の整理 

施策番号 40 市職員が積極的に市民の身近な場所に出向き，情報提供を行う取組 

施策番号41 市民と市職員が課題や思いを共有し，学び合う機会の提供 

  施策番号18 次世代の社会を担う学生などの若者や子どもが市政参加や協働を学ぶ取組の

充実 

 

（推進施策２）市民の関心を市政への参加につなぐ機会の充実 

  施策番号１ 施策・事業ごとの参加手法及び市民の声を市政に届ける制度の流れの公表 

  施策番号２ 市政に関心を持つ市民を参加につなげる取組の推進 

施策番号３ 参加の制度を知らない市民や時間のない市民を参加につなげるための情報を

届ける取組の推進 

  施策番号４ 市民ニーズを的確かつ効率的に聴取する取組の充実 

  施策番号７ 審議会等の公開の推進と運営の改善 

  施策番号８ 審議会等の委員の公募の推進 

  施策番号９ 幅広い市民層からの審議会等委員への参加促進 

  施策番号14 誰もが参加しやすい環境の整備 

  施策番号15 インターネット等の媒体を活用した市民の参加機会の確保 

  施策番号32 制度の周知を図るとともに，関心のある市民をつなぎとめる情報発信の工夫 

  施策番号36 情報公開に関する取組の充実 

 

（推進施策３）市政参加が成果に結びつき，継続的な参加につながる仕組みの整備 

  施策番号５ 市民ニーズを着実に政策・施策に反映させる取組の推進 

  施策番号６「課題の抽出」段階からの市民参加の取組の推進 

  施策番号10 政策の形成過程における市民意見の聴取機会の充実 

  施策番号17 市民の意見を施策・事業の点検・評価にいかす取組の推進 

  施策番号38 市民の意見や提案の反映状況を明らかにする情報提供の仕組みづくり 

 

（推進施策４）市政の各分野での市民との協働の推進 

  施策番号11 市民と課題や思いを共有し，事業実施にいかすための取組の推進 

  施策番号12 事業の実施段階における市民や団体等の参加機会の確保 

統合を検討 

統合を検討 

統合を検討 

統合を検討 

統合を検討 



 

  施策番号13 財政面からの市民の参加の促進 

  施策番号16 公の施設の管理運営への市民や団体の参加の促進 

基本方針２ 市民のまちづくり活動の活性化 

（推進施策５）市民のまちづくりへの興味・関心を高める情報提供・共有の工夫 

  施策番号33 市政情報誌や印刷物等を活用した情報提供の充実 

  施策番号34 インターネットを活用した情報提供の充実 

  施策番号37 市民にとって身近で立ち寄りやすい場所での情報提供の充実 

  施策番号 39 効率的で迅速な情報提供を行うための情報の整理 

  施策番号 22 区役所の機能強化と行政区単位での取組の推進 

  施策番号 23 まちづくりに関する情報を集約した窓口の充実 

 

（推進施策６）市民の関心をまちづくりへの参加につなぐ機会の充実 

  施策番号24 活動につながる情報や知識を得る機会の提供 

  施策番号25 活動の拠点となる身近な活動場所の確保 

  施策番号26 活動に必要な資機材等の提供 

 

（推進施策７）まちづくり活動が成果に結びつき，継続的な活動につながる仕組みの整備 

  施策番号27 活動に役立つ情報提供・相談等の支援 

  施策番号28 活動に関する知識・経験を深める機会や場の提供 

  施策番号29 活動を進めるために必要な人材の育成 

  施策番号30 民間の資金を活動にいかす資金の流れの仕組みづくり 

  施策番号31 活動を広げるために必要な助成・融資に関する支援 

 

（推進施策８）多様な主体が連携する協働のまちづくりの推進 

  施策番号 20 地域における幅広い分野の活動主体の活動をつなげるネットワークづくりの

推進 

  施策番号21 市民主体のまちづくり活動と行政との協働の推進とルールの確立 

基本方針３ 計画を着実に進めるための推進体制 

（推進施策９）計画を着実に進めるための庁内の体制・連携の強化，人材の育成 

  施策番号19 市民参加を担う市職員の育成の推進 

施策番号42 市民参加を進めるための庁内の仕組みづくり 

  施策番号43 分野別センターとの連携 

  施策番号44 市民参加推進フォーラムの運営 

  施策番号 45 計画の進捗管理 

 

 

 

 

統合を検討 

統合を検討 



 

（２）案２：４つの基本方針で構成する場合 

基本方針１ 市民への情報の提供・公開と共有 

（推進施策１）市政への興味関心を高める情報提供の推進 

   施策番号33 市政情報誌や印刷物等を活用した情報提供の充実 

   施策番号34 インターネットを活用した情報提供の充実 

   施策番号35 コールセンター機能を活用した情報提供の推進 

   施策番号 37 市民にとって身近で立ち寄りやすい場所での情報提供の充実 

   施策番号 39 効率的で迅速な情報提供を行うための情報の整理 

   施策番号 40 市職員が積極的に市民の身近な場所に出向き，情報提供を行う取組 

 

（推進施策２）まちづくりへの興味関心を高める情報提供の推進 

   施策番号33 市政情報誌や印刷物等を活用した情報提供の充実 

   施策番号34 インターネットを活用した情報提供の充実 

   施策番号37 市民にとって身近で立ち寄りやすい場所での情報提供の充実 

   施策番号 39 効率的で迅速な情報提供を行うための情報の整理 

   施策番号22 区役所の機能強化と行政区単位での取組の推進 

   施策番号23 まちづくりに関する情報を集約した窓口の充実 

 

（推進施策３）市政やまちづくりの課題共有の推進 

   施策番号６「課題の抽出」段階からの市民参加の取組の推進 

   施策番号 11 市民と課題や思いを共有し，事業実施にいかすための取組の推進 

 

（推進施策４）情報公開の推進 

   施策番号36 情報公開に関する取組の充実 

基本方針２ 市民の市政への参加の推進 

（推進施策５）市民の関心を市政への参加につなぐ機会の充実 

   施策番号１ 施策・事業ごとの参加手法及び市民の声を市政に届ける制度の流れの公表 

   施策番号２ 市政に関心を持つ市民を参加につなげる取組の推進 

   施策番号３ 参加の制度を知らない市民や時間のない市民を参加につなげるための情報

を届ける 取組の推進 

   施策番号４ 市民ニーズを的確かつ効率的に聴取する取組の充実 

   施策番号７ 審議会等の公開の推進と運営の改善 

   施策番号８ 審議会等の委員の公募の推進 

   施策番号９ 幅広い市民層からの審議会等委員への参加促進 

   施策番号14 誰もが参加しやすい環境の整備 

   施策番号15 インターネット等の媒体を活用した市民の参加機会の確保 

   施策番号32 制度の周知を図るとともに，関心のある市民をつなぎとめる情報発信の工夫 

 

統合を検討 

統合を検討 

統合を検討 

統合を検討 

統合を検討 



 

（推進施策６）市政参加が成果に結びつき，継続的な参加につながる仕組みの整備 

   施策番号５ 市民ニーズを着実に政策・施策に反映させる取組の推進 

   施策番号10 政策の形成過程における市民意見の聴取機会の充実 

   施策番号17 市民の意見を施策・事業の点検・評価にいかす取組の推進 

   施策番号38 市民の意見や提案の反映状況を明らかにする情報提供の仕組みづくり 

 

（推進施策７）市政の各分野での市民との協働の推進 

   施策番号12 事業の実施段階における市民や団体等の参加機会の確保 

   施策番号13 財政面からの市民の参加の促進 

   施策番号16 公の施設の管理運営への市民や団体の参加の促進 

基本方針３ 市民のまちづくり活動の活性化 

（推進施策８）市民の関心をまちづくりへの参加につなぐ機会の充実 

   施策番号24 活動につながる情報や知識を得る機会の提供 

   施策番号25 活動の拠点となる身近な活動場所の確保 

   施策番号26 活動に必要な資機材等の提供 

 

（推進施策９）まちづくり活動が成果に結びつき，継続的な活動につながる仕組みの整備 

   施策番号27 活動に役立つ情報提供・相談等の支援 

   施策番号28 活動に関する知識・経験を深める機会や場の提供 

   施策番号29 活動を進めるために必要な人材の育成 

   施策番号30 民間の資金を活動にいかす資金の流れの仕組みづくり 

   施策番号31 活動を広げるために必要な助成・融資に関する支援 

 

（推進施策１０）多様な主体が連携する協働のまちづくりの推進 

   施策番号 20 地域における幅広い分野の活動主体の活動をつなげるネットワークづくり

の推進 

   施策番号21 市民主体のまちづくり活動と行政との協働の推進とルールの確立 

基本方針４ 計画を着実に進めるための推進体制 

（推進施策１１）計画を着実に進めるための庁内の体制・連携の強化，人材の育成 

  施策番号19 市民参加を担う市職員の育成の推進 

施策番号42 市民参加を進めるための庁内の仕組みづくり 

  施策番号43 分野別センターとの連携 

  施策番号44 市民参加推進フォーラムの運営 

  施策番号 45 計画の進捗管理 

 

統合を検討 



資料６ 

今後の進め方について（案） 

 

 １ 部会の再編について 

平成２７年度第１回市民参加推進フォーラム会議において，改訂計画につ

いて議論する２つの部会を設置する。 

２つの部会は可能な限り同時に開催し，各部会終了後に，引き続きフォー

ラム全体会議の位置づけで全員で情報共有・確認を行う。 

①市政参加・推進体制検討部会 

→市政参加や庁内の推進体制に関して議論 

②市民活動支援検討部会 

→市民活動への支援，市民との協働に関して議論 

それぞれの部会において，改訂計画の「第４章 推進施策」への記載内容

を見据えながら，計画に記載すべき内容等を議論いただき，本市への提言案

をまとめていただく。 

  

２ 今後のスケジュールについて（○：フォーラム  ☆：事務局） 

６月 

 

 

 

 

７月 

～９月 

 

９月 

～10月 

 

 

 

１１月 

 

 

 

１月 

 

２月 

○フォーラム全体会議（第１回）を開催 

・今後の進め方，部会の設置，提言のイメージ等を確認 

 

☆事務局において各種調査を実施し，基礎資料をまとめる。 

 

○各部会（引き続きフォーラム全体会議）を２～３回開催し， 

提言案を完成させる。 

 

○「市民意見を聴く場」を開催し，提言案に対する市民意見をいた

だく。 

○各部会（引き続きフォーラム全体会議）を開催 

・市民意見を踏まえ，提言案を修正し，提言を完成させる。 

 

☆改訂計画（骨子）の完成 

 

パブリック・コメントの実施 

 

☆改訂計画（最終案）の完成 

 

○フォーラム全体会議を開催 

・改訂計画（最終案）の確認 

☆改訂計画の発行 

 



第２期京都市市民参加推進計画（改訂版）策定にあたって実施する調査（案） 

 

１ 京都市における「市民の市政への参加」の状況を客観的に把握するための調査 

  …他都市との比較で，京都市の市政参加の状況を客観的に把握する。 

  ＜調査方法＞ 

  ○他都市調査（アンケート調査） 

   ・附属機関等の公開状況 

   ・附属機関等への公募委員の参画状況 

   ・パブリック・コメントの実施状況 

   ・「社会課題の抽出」段階で多様な主体が議論を交わすための取組の有無 

    （例：まちづくり 100人委員会，各区の「まちづくりカフェ」事業） 

   ・オープンデータの活用状況や，情報発信に留まらないＩＣＴの活用方法の有無 ．．．など 

 

２ 京都市における「市民のまちづくり活動」の状況を客観的に把握するための調査 

  …「まちづくり 100 人委員会」委員や各区職員及びまちづくりアドバイザー等への調査，各種統計

資料等の分析から，京都市の市民活動の状況を把握する。 

  ＜調査方法＞ 

 ○「まちづくり 100人委員会」委員（第４期無作為抽出委員）への調査（アンケート調査，インタビュー調査）  

  ・活動のきっかけや活動の継続状況 

  ・必要な情報・支援  ．．．など 

 ○各区の「まちづくりカフェ事業」，「区民提案・共汗型まちづくり支援事業」担当職員及びまちづく

りアドバイザーへの調査（アンケート調査，インタビュー調査） 

  ・「まちづくりカフェ事業」…参加者数の推移，参加者層，活動の継続状況，参加者の意見・要望 

  ・「区民提案・共汗型まちづくり支援事業」…申請数の推移，申請団体の種別，活動内容 ．．．など 

 ○市民活動支援施設（市民活動総合センターを想定）来訪者への調査（アンケート調査） 

  ・活動のきっかけや必要な情報・支援 ．．．など 

 ○協働事業の事例調査（インタビュー調査） 

  ・市内で多様な主体（市民，企業・事業者，大学，寺社等）が協働している事業について，成功例，

課題，必要な支援等を調べる。  

 ○ＮＰＯ法人規模調査（資料分析） 

  ・市内のＮＰＯ法人の活動状況を調べる。（活動年数，活動分野の広がり等） 

 ○京都市民寄付額推移調査（資料分析） 

  ・京都市民の寄付による市民参加状況を調べる。 

 

３ 協働を進めるために必要な人材・仕組み（仕掛け，制度）の調査 

  …インタビュー調査等により，ＮＰＯ等団体と京都市，地域団体とＮＰＯ等などをつなぎ，コーデ

ィネートする人材について，そのあり方や育成，支援の方法について検討する。また，協働を進める

ために必要な仕組み（仕掛け，制度）についても検討する。 

  ＜調査方法＞ 

 ○モデル事例調査（インタビュー調査） 

  ・まちづくりのコーディネーターの役割を担っている人（右京区まちづくりコンシェルジュ，まち

づくりアドバイザー等）にインタビューを行う。 

資料７ 



参考資料１ 

京都市市民参加推進フォーラム第 47 回会議（平成 27年 3月 19 日）資料 

第２期京都市市民参加推進計画（改訂版）のイメージについて（案） 

 

１ 改定の基本的な考え方について 

（１）背景と現状認識 

 ア 施策・事業の実施状況 

  第２期市民参加推進計画の目指す未来像，すなわち計画の最終年度の 2020年までの目

標「豊かで活力のある地域社会の実現」に向けて，同計画には 45の施策を掲げました。

そして，これらの施策の趣旨を実現するために，計画策定時点で想定した 204 の事業に

ついてはいずれも着手し，完了（192 事業）又は現在も継続的に取組を進めている（12

事業）状況です。 

 

 

 

 イ これまでの成果 

  パブリックコメントに寄せられる意見数や，市内の NPO法人数の推移などから，市政

運営の様々な過程に参加する機会をいかす市民は増え，様々な社会活動に自ら参加する市

民層も広がりを見せていることが推測されます。 

 また，未来まちづくり 100 人委員会や，これをモデルにした区役所のまちづくりカフェ

など，まちづくり活動に参加する新たな市民層の発掘や，市民相互の協働をもたらす取組

も展開され，目標到達に向けての成果は着実に積み上げられてきています。 

 

 

  

  

  

  

 エ 目標達成に向けた継続課題 

  しかし，まだ市政に参加する市民は限られ，多くの市民はその機会を十分活用するに至

っていません。また，自治会・町内会などの地域団体やＮＰＯなどの市民活動団体におい

ては，将来の活動の維持発展に悩みを抱え，未だ決め手となる解決策を見いだせていない

状況であり，引き続き市民参加の制度の周知や運用の工夫，市民のまちづくり活動を支援

する取組の充実，NPO，企業，大学，寺社など多様な主体が相互に連携する協働のまち

づくりを今後とも引き続き力強く推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

第 2期市民参加推進計画に掲げる 204事業に対応する各局区事業総数  １，０５６事業 

パブリックコメント 1件当たり平均意見数  ○15  ６６．８件→○25２４１．８件 

市内に主たる事務所を置く NPO 法人数    ○15  ２８３法人→○25８５３法人 

未来まちづくり 100 人委員会１～5期の委員経験者数  延べ６４９名（実人数４５２名） 

まちづくりカフェ等区民交流促進事業実施の行政区  ９区（北，左京，中京，東山，山科，下京，右京，西京，伏見）  

市民参加制度制度の認知と参加経験（平成２２年度市政総合アンケート結果） 

 附属機関等委員公募  認知１９．２％ 経験０．４％ 

 パブリックコメント  認知１７．６％ 経験０．６％ 

自治会・町内会の加入率（自治会・町内会アンケート結果） 

 平成２４年度 ６９．８％ → 平成２５年度 ６９．６％（△０．２％） 



                                                                          
 

 オ 新たな課題 

 価値観やライフスタイルが多様化する中，公共ニーズも多様化しています。一方で，少

子高齢化により人口減少が進む「縮小型社会」の到来が現実のものとなってきており，

行政の深刻な財源不足が危惧される中，今後，従来の行政が中心となった公共ニーズへ

の対応が，ますます困難となることが予想されます。 

 このため，市民自らが自治の担い手として，積極的に市政運営に参加し，困難な政策課

題に対しても行政と協働し立ち向かっていくこと，さらに，地域の活性化や課題解決，

公共サービスの提供など，まちづくりのより幅広い活動に関与していくことを推進し，

「市民が主体的に担う範囲」を一層拡充していくことが重要となっています。 

 

（２）計画改訂の視点と考え方 

計画の改訂においては，継続課題である市民参加の制度の周知や運用の工夫，市民のま

ちづくり活動を支援する取組の充実，NPO，企業，大学，寺社など多様な主体が相互に

連携する協働のまちづくりの推進などとともに，新たな課題である，まちづくりにおい

て「市民が主体的に担う範囲」を一層拡充するための視点を盛り込んでいくことが必要

です。  

 

ア より多くの市民を，新たに市政やまちづくりに参加する市民の一層の拡充 

  現行計画では，既に市政やまちづくりに関心を持つ市民層を想定し，「参加に関す

る情報」の提供に関する施策が記述されていますが，より多くの市民が市政やまちづ

くりに参加するためには，加えて，現在の無関心層に対しても関心を呼び起こす取組

が必要となります。 

  このためには，オープンデータの推進や ICT の新たな活用等など，市政の取組や市

民のまちづくりの活動の情報，更にはその契機となっている社会課題への関心を高め，

課題意識を共有する取組を強化する必要があります。 

 

イ 市民の市政参加の実感の向上と参加の範囲の拡充 

 市民の市政への参加が，いわゆる「要望」の実現ではなく，自治の担い手として，

主体的に市政について考え，関わっていただく機会となることが必要です。またその

成果が実感されることで，継続的な参加，行政との協働などのより深い参加が促進さ

れると考えられます。 

 このためには，市民サービスに影響が及ぶような困難な政策課題に向き合っていく

上でも，市政運営のより広い範囲に市民参加の門戸を開き，「参加できた」と市民が

実感できるよう，市民と行政が課題を共有する方法，率直な意見交換を行う方法，参

加の成果を市民にフィードバックする方法などを一層工夫することが必要です。 

 

ウ 市民のまちづくり活動を継続的かつ，活動範囲の拡充 

  市民のまちづくり活動が継続的なものとなり，さらに発展・拡充していくためには，



                                                                          
 

活動に取り組まれる市民の高いモチベーションと，人材，資金，情報など必要な資源

の双方が継続的に確保されることが必要です。 

  このためには，例えばビジネスとして成り立つようなお金が回る仕組みの構築支援

など，従来の取組から一歩踏み込んだ人材育成，資金調達，情報収集の支援を行い，

まちづくり活動の自立性，さらには，担い手である市民の市民力・コミュニティ力を

高めていく必要があります。 

 

エ 多様な主体間の協働による課題への対応力の向上 

  行政，市民活動団体などが単独では解決が難しいまちづくりの課題に対しても，企

業，大学，寺社など多様な知見やノウハウを持つ主体が集い，目的を共有し，協働して

取り組むことができれば，その解決の可能性は高まります。 

  このためには，多様な主体間の協働のまちづくりを，市政参加，市民のまちづくり

活動の発展形と位置づけ，未来まちづくり１００人委員会など，これまでの取組の成果

をいかし，市民と行政，市民相互，多様な主体間の協働が円滑に進み，質の高い成果に

つながる仕組みを構築し，困難なまちづくりの課題への対応力を向上していく必要があ

ります。 

 

オ 庁内推進体制の強化 

  市民参加推進計画に掲げる考え方が，各局区が所管する具体的な政策・施策に着実

に反映されるためには，各局区が主体的に考え，組織的に実行していく仕組みを強化

することが必要です。また，市民のまちづくり活動は，取り組まれるテーマ，課題に

関係する行政部署が複数に跨ることの方が多く，その活性化に行政が寄与するために

は，行政内部の円滑な連携も重要なポイントです。市民参加推進に係る各局区の役割

と連携を強化し，合わせてこれを担う職員の人材育成を含めた推進体制の強化が必要

となります。 

 

 

２ 改定計画の構成等について 

（１）計画の考え方（現計画第３章） 

   現計画に掲げる，目指す未来像「参加と協働により，豊かで活力のある地域社会を実

現します。」と，その実現のための「考え方」 

   1 制度の趣旨に沿った取組を着実に推進する 

   2 市民参加の成果を市民に広げていく 

   3 多様な主体が連携する協働のまちづくりを進める 

  については基本的に踏襲しながら，まちづくりにおいて「市民が主体的に担う範囲」を

一層拡充する趣旨の記述を加えます。 

    

 



                                                                          
 

（２）推進施策（現計画第４章） 

   推進施策の記述の仕方については，「市民参加の発展・深化のステップに対応する施

策の並べ方が必要」，「協働を市政参加，市民のまちづくり活動の発展形として位置づ

ける」など，これまでの議論を踏まえ，既存施策の体系の整理と新たな施策の書き込み

等を行います。 

   具体的には，市政やまちづくりに対し，「興味・関心を高める」ための施策をまず最

初に掲載し， 

   ①興味関心が高まり 

   ②高まった関心が参加につながり 

   ③参加が成果に結びつき市民に還元され継続し 

   ④協働に発展していく 

  という４つのステップが明らかになるよう，わかりやすく構成します。 

 以下，「市政参加の推進」と「市民のまちづくり活動の活性化」の２本の推進施策

の柱について，施策体系の再編イメージを記述しています。 

 

 ア 市民の市政への参加の推進 

  〇市民の市政への興味・関心を高める情報提供・共有の工夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〇市民の関心を市政への参加につなぐ機会の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民の関心を市政参加につなげるためには，市民ニーズにかなった参加の情報を届けること

はもとより，市民それぞれの関心の程度が違うことを前提とした，軽重さまざまな参加の機会

の確保が必要です。また，市民が置かれた社会的・身体的な状況によって，参加に割ける時間，

託児や要約筆記などのフォローが必要であるなど，参加の前提条件が異なることなどを踏まえ，

誰もが参加しやすい機会づくりに取り組むことが必要です。 

 ここでは，市政参加の情報を市民に伝えるための工夫や，参加の環境整備に関する施策，ICT

や無作為選出会議の活用なども含めた，多様な参加の機会づくりに関する施策を記述します。 

 より多くの市民に市政に参加していただくためには，まず，より多くの市民に市政に対する

関心・興味を持っていただくことが必要です。 

 ここでは，市政広報の工夫，市政出前トーク，SNS 等のインターネットツールによる情報発

信の充実などの既存施策に加えて，本市が政策立案などに活用している様々な情報をわかりや

すく，また活用しやすい形で提供するオープンデータの推進など，主に市民と市政や社会課題

の情報を共有するための施策を記述します。 



                                                                          
 

  〇市政参加が成果に結びつき，市民に共有され，次の参加につながる仕組みの整備 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〇市政の各分野での市民との協働の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 市民のまちづくり活動の活性化 

  〇市民のまちづくりへの興味・関心を高める情報提供・共有の工夫 

   

 

 

 

 

 

 

 

  〇市民の関心をまちづくりへの参加につなぐ機会の充実 

   

 

 

 

 市政への市民参加がどう成果に結びついたかを具体的に「見える化」することは，市民の「参

加できた」実感を高め，次の参加意欲につながるだけではなく，他の多くの市民の市政への信

頼度や新たな参加につながる好循環を生むことが期待できます。また，市民サービスに影響の

及ぶ困難な政策課題に取り組む場合にでも，広く市民参加の門戸を開き，市民と情報共有を図

りながら適切な方法で施策・事業を推進していくことが必要です。 

 ここでは，課題の抽出と対応策の検討（Plan），決定と実行(Do)，評価(Check)，評価結果の

フィードバック(Action)の各段階での既存施策を記述するとともに，市民参加の成果の市民へ

の周知方法の工夫や，政策課題について市民と京都市が意見交換する場の創出など，市民の参

加実感につながる施策も記述します。 

 市民の公共サービスのニーズが多様化する一方で，少子高齢化や人口減少にともない，今後

行政サービスの財源の確保はますます厳しさを増していくことが予想されます。企業，大学，

寺社などを含むより多くの市民との協働によらなければ，特に新しい公共ニーズへの対応が困

難となっていきます。 

 ここでは，ボランティア，助成，委託など，本市と市民の様々な協働の形態を想定しつつ，

必要な市民人材育成，資金や物品の提供などの環境整備，さらに公共施設管理など行政の専任

と思われていた範囲についても市民との協働を拡充することや，協働の相手方との成果の共有

など本市の協働に臨むスタンスに関する施策を記述します。 

 様々な社会課題に対し，問題意識を持ち，自らその解決に取り組む市民主体の活動そのもの

は増えていますが，まだまだ多くの市民にはその問題意識や取組が共有されていないという課

題があります。また，多くの市民に認知されていないために活用されていない，埋もれた地域

資源もまだまだあります。 

 ここでは，より多くの市民が，まちづくりに関心を持つきっかけとなる情報の共有支援に関

する施策を記述します。 

 市民のまちづくりに対する関心の深さは様々であり，市民個々の事情によって，活動にどの

程度の関わり方ができるのかも異なります。このため，まちづくりに参加できる多様な方法の

情報収集と市民への提供が必要であり，さらには，まちづくりに向けられた市民の関心を，実

際の活動への参加につなぐ役割を果たす場と人材の存在が重要です。 

 ここでは，市民がまちづくりに参加する契機となる情報提供や，機会の創出，さらに関心を

具体的な活動につなげるコーディネートなど，人的支援に関する施策についても記述します。 



                                                                          
 

〇まちづくり活動が成果に結びつき，成果が市民に共有され，次の活動につながる仕組

みの整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〇多様な主体が連携する協働のまちづくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）推進体制（現計画第５章） 

  既存の取組に加え，特に以下の強化・充実を行います。 

  ア 各局区の市民参加推進の体制強化 

  各局区，所属ごとに「市民参加推進員（仮称）」を任命，年度ごとに市民参加推進

目標を定めるなど，各局の計画推進体制を強化します。 

 

イ 多様な地域課題に対応する庁内外の連携の充実 

    地域課題解決や地域活性化などに向け，区行政推進会議等の既存の体制や，空き家

問題対策のような，課題別庁内プロジェクトを活用するなど，庁内外の連携をより円

滑に行う体制を整備します。 

 

  ウ 市民参加推進フォーラムとも連携した人材育成の強化 

  「市民参加推進員（仮称）」等を対象とした研修を，市民参加推進フォーラムと協

働で実施するなど，市民参加に積極的に取り組む人材育成の取組を強化します。 

  

 

 市民のまちづくり活動が高い成果を生み出し，継続され，さらに参加する市民や，活動の範

囲が拡充されていくことで，複雑化する社会課題の解決の可能性が広がり，合わせて市民力，

コミュニティ力も向上していく好循環が期待できます。 

 ここでは，まちづくりをビジネスとして成り立たせるソーシャルビジネスやコミュニティビ

ジネスの視点なども新たに加え，情報提供，人材育成，資金調達など，市民のまちづくり活動

の継続，発展・拡充のための支援に関する施策を記述します。 

 社会課題の解決や，地域活性化を目指すまちづくりの成果は，様々な知見，実績，ノウハウ

などの資源を有する市民相互，団体相互が協働することで，より社会的影響力が大きく，価値

あるものとなる可能性があります。まちづくりにおいて，多様な主体間の協働を一層推進する

ためには，協働の縁を結び，適切な伴走支援を行う，コーディネート，サポートの強化が必要

となります。 

 ここでは，本市がこれまで未来まちづくり 100 人委員会や区役所のまちづくりカフェなどで

培ってきた「協働の場づくり」のノウハウをいかしつつ，協働のメリットを最大限引き出し，

より一層実りある成果を生み出すための新たな取組の提案など，多様な主体間の協働を促進す

る施策を記述します。 
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